
意見書第８号 

 
 

   ＰＣＲ検査等の拡充を求める意見書 

 
 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まず、多くの都道府県で過去最
高の感染者数を更新する事態となっている。無症状者による市中感染が拡大
しているとの指摘もある中、ＰＣＲ検査等の体制を全国で大幅に向上させな
ければならない。 
国は、ＰＣＲ検査能力の確保を繰り返し言明するものの、感染した可能性

のある患者が検査を希望してもなかなか受けられず、「検査難民」とも言える
事態が国民の不安を拡大させている現状にある。 
本来、ＰＣＲ検査等を拡充し、感染者を把握し、隔離することで感染拡大

を防止することによって、はじめて、社会経済活動と両立することができる
ようになる。 
全国的な感染の広がりが見られる中、感染拡大を防ぐために、医師が必要

と判断した場合には、症状の有無にかかわらず、ＰＣＲ検査等を実施できる
体制を作る必要がある。とりわけ医療従事者や介護従事者、保育士や幼稚園
教諭、学校教員をはじめエッセンシャルワーカーらの優先的なＰＣＲ検査を
実施することが求められている。 
ＰＣＲ検査等の体制のさらなる拡大と拡充のため、国は財源を確保したう

えで、実効性ある対策を講じなければならないが、保険適用による検査取扱
いの明確化や検体輸送体制の整備、検査機器の配備、臨床検査技師の適切な
配置、公的検査機関等の増設及び運営費への支援、受検者への対応体制の整
備などが喫緊の課題となっている。 

 よって、国においては、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。 
 

記 
 
１．ＰＣＲ検査等の体制を拡充し、検査を幅広く実施すること。 
 
２．検査機器の増設や関係資材の供給とともに、運営費への支援を拡充する
こと。 

 
３．検査機関や医療機関の従事者への支援を充実させること。 
  
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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